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(57)【要約】
【課題】対象者の手洗い動作を低コストな構成で的確に
判定することが可能な手洗いモニタおよび手洗いモニタ
方法を提供する。
【解決手段】手洗いモニタ１０１は、人間の所定エリア
への進入を画像から検知するための進入者検知部１２と
、所定エリアへ進入した進入者の手洗い部分の一部また
は全部である対象部分を画像から検知するための身体部
位検知部１３と、身体部位検知部１３によって検知され
た対象部分の動作時間を計測するための動作時間計測部
１４と、動作時間計測部１４によって計測された動作時
間に基づいて、進入者が規定の手洗い動作を行なったか
否かを判定するための動作判定部１５とを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影部と、
　前記撮影部によって撮影された画像における所定エリアへの人間の進入を検知するため
の進入者検知部と、
　前記所定エリアへ進入した進入者の手洗い部分の一部または全部である対象部分を前記
画像から検知するための身体部位検知部と、
　前記身体部位検知部によって検知された前記対象部分の動作時間を計測するための動作
時間計測部と、
　前記動作時間計測部によって計測された前記動作時間に基づいて、前記進入者が規定の
手洗い動作を行なったか否かを判定するための動作判定部とを備える、手洗いモニタ。
【請求項２】
　前記手洗いモニタは、さらに、
　前記所定エリア中の部分エリアへの前記対象部分の進入を前記画像から検知するための
部位進入検知部を備え、
　前記動作判定部は、前記部位進入検知部による検知結果、および前記動作時間に基づい
て、前記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する、請求項１に記載の手洗
いモニタ。
【請求項３】
　前記部位進入検知部は、前記所定エリア中の複数の部分エリアへの前記対象部分の進入
の有無および進入順序を前記画像から検知し、
　前記動作判定部は、前記部位進入検知部によって検知された前記進入の有無および進入
順序、ならびに前記動作時間に基づいて、前記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否
かを判定する、請求項１または請求項２に記載の手洗いモニタ。
【請求項４】
　前記撮影部によって撮影された画像には、部屋の出入り口が含まれ、
　前記手洗いモニタは、さらに、
　人間の前記出入り口への進入の有無、および前記出入り口への進入が退室方向であるか
入室方向であるかを前記画像から検知するための室内進入検知部を備え、
　前記動作判定部は、前記室内進入検知部による検知結果、および前記動作時間に基づい
て、前記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する、請求項１から請求項３
のいずれか１項に記載の手洗いモニタ。
【請求項５】
　前記撮影部によって撮影される１つの画像に、前記所定エリアおよび前記出入り口が含
まれる、請求項４に記載の手洗いモニタ。
【請求項６】
　前記手洗いモニタは、さらに、
　前記手洗い動作に関する前記進入者の情報を前記進入者に提示するための提示部を備え
る、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の手洗いモニタ。
【請求項７】
　前記手洗いモニタは、さらに、
　前記進入者による個人特定操作を受け付けて前記進入者の情報を取得するための進入者
情報取得部を備える、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の手洗いモニタ。
【請求項８】
　前記撮影部は、前記所定エリアの動画の撮影を行い、
　前記手洗いモニタは、さらに、
　進入者と手洗い動作に関する情報との対応関係を示す管理情報を管理装置において作成
する元となる情報として、前記身体部位検知部による検知結果、前記動作時間、前記動作
判定部による判定結果、および前記動画を前記管理装置へ出力するための元情報出力部を
備える、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の手洗いモニタ。
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【請求項９】
　撮影された画像における所定エリアへの人間の進入を画像処理によって検知するステッ
プと、
　前記所定エリアへ進入した進入者の手洗い部分の一部または全部である対象部分を画像
処理によって前記画像から検知するステップと、
　検知した前記対象部分の動作時間を計測するステップと、
　計測した前記動作時間に基づいて、前記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを
判定するステップとを含む、手洗いモニタ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手洗いモニタおよび手洗いモニタ方法に関し、特に、人間の手洗い動作を判
定するための手洗いモニタおよび手洗いモニタ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食堂および病院等の衛生管理が必要な場所では、汚染エリアおよび非汚染エリアを区別
しており、汚染エリアから非汚染エリアに作業者が進入する際に、ルールに従った手洗い
実施が必要である（たとえば、非特許文献１（“学校給食調理場における手洗いマニュア
ル”、［online］、［平成23年2月10日検索］、インターネット〈URL：http://www.mext.
go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040316.htm〉）参照）。
【０００３】
　手洗いを監視する方法の一例として、たとえば、特許文献１（特開２００１－２９２９
１８号公報）には、以下のような方法が開示されている。すなわち、石けん塗布装置、給
水栓、エアータオルおよび殺菌装置からなる手洗い設備に警告装置を取り付ける。手洗い
順序に違反した場合、または実際の塗布時間、実際の給水時間あるいは実際の乾燥時間が
基準時間より短い場合には、警告装置により警告を発し、やり直しを指示する。手洗い順
序および実際の各手洗い作業時間の記録を取り、正しい手洗い作業を指導するため利用す
る、また、正しい手洗い作業が行われていたことを証明する。
【０００４】
　また、特許文献２（２０１１－０３４４５８号公報）には、以下のような技術が開示さ
れている。すなわち、監視システムは、監視エリアを撮像する撮像手段と、上記監視エリ
ア内に注目エリアを設定する設定手段と、上記撮像手段によって撮像された映像に基づい
て、上記監視エリア内を移動する移動体の移動軌跡を検出する第１の検出手段と、上記撮
像手段によって撮像された画像に基づいて、上記注目エリア内における上記移動体の滞在
時間を検出する第２の検出手段と、上記移動軌跡と上記滞在時間とに基づいて、上記移動
体が手洗い動作を実行したか否かを判定する判定手段とを備える。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】“学校給食調理場における手洗いマニュアル”、［online］、［平成23
年2月10日検索］、インターネット〈URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokui
ku/08040316.htm〉
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９２９１８号公報
【特許文献２】特開２０１１－０３４４５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　手洗い行為には、石けん塗布、水道使用（すすぎ）、エアータオル使用（手拭き）およ
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び殺菌装置使用（消毒）の作業以外に、手洗い（石けんを付けてから、手をこすり合わせ
る）動作があり、この手洗い作業の時間が最も長くなる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、当該時間を特定することができないこと
から、手洗い行為の総時間を元に判定を行なうことができない。
【０００９】
　また、特許文献１に記載の方法では、電子式の、石けん塗布装置、給水栓、エアータオ
ルおよび殺菌装置を設置する必要があり、費用がかかる。
【００１０】
　また、特許文献２に記載の技術では、たとえばシンク前に位置している作業者が立って
いるだけなのか、手を洗っているのかを判別することが困難である。
【００１１】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、対象者の手洗
い動作を低コストな構成で的確に判定することが可能な手洗いモニタおよび手洗いモニタ
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる手洗いモニタは、撮影部と、
上記撮影部によって撮影された画像における所定エリアへの人間の進入を検知するための
進入者検知部と、上記所定エリアへ進入した進入者の手洗い部分の一部または全部である
対象部分を上記画像から検知するための身体部位検知部と、上記身体部位検知部によって
検知された上記対象部分の動作時間を計測するための動作時間計測部と、上記動作時間計
測部によって計測された上記動作時間に基づいて、上記進入者が規定の手洗い動作を行な
ったか否かを判定するための動作判定部とを備える。
【００１３】
　このような構成により、人間の滞在および人間の行為の両方を監視し、手洗い時間を正
確に計測することができるため、手洗い実施の有無を正確に判定することができる。また
、進入者の手のような対象部分の動作時間を測定することにより、さらに正確な手洗い時
間を検知することができる。したがって、対象者の手洗い動作を低コストな構成で的確に
判定することができる。
【００１４】
　好ましくは、上記手洗いモニタは、さらに、上記所定エリア中の部分エリアへの上記対
象部分の進入を上記画像から検知するための部位進入検知部を備え、上記動作判定部は、
上記部位進入検知部による検知結果、および上記動作時間に基づいて、上記進入者が規定
の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００１５】
　このような構成により、進入者がたとえば所定の手洗い用品を使用したか否かを検知す
ることができるため、さらに的確に手洗い動作を判定することができる。
【００１６】
　好ましくは、上記部位進入検知部は、上記所定エリア中の複数の部分エリアへの上記対
象部分の進入の有無および進入順序を上記画像から検知し、上記動作判定部は、上記部位
進入検知部によって検知された上記進入の有無および進入順序、ならびに上記動作時間に
基づいて、上記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００１７】
　このような構成により、進入者が手順通りに手洗いを実施したか否かを検知することが
できるため、さらに的確に手洗い動作を判定することができる。
【００１８】
　好ましくは、上記撮影部によって撮影された画像には、部屋の出入り口が含まれ、上記
手洗いモニタは、さらに、人間の上記出入り口への進入の有無、および上記出入り口への
進入が退室方向であるか入室方向であるかを上記画像から検知するための室内進入検知部
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を備え、上記動作判定部は、上記室内進入検知部による検知結果、および上記動作時間に
基づいて、上記進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００１９】
　このように、部屋の出入り口付近を監視エリアとして設定する構成により、作業者が、
部屋に進入した後、所定エリアを通過せずに他の場所に移動した場合、すなわち手を洗わ
ずに他の場所に移動した場合を検知して、警報等を出力することができる。また、作業者
が、手洗い以外の目的で所定エリアに進入した場合等において、手洗いモニタが誤って警
報等を出力することを防ぐことができる。
【００２０】
　より好ましくは、上記撮影部によって撮影される１つの画像に、上記所定エリアおよび
上記出入り口が含まれる。
【００２１】
　このように、１つの画像に所定エリアおよび出入り口を含める構成により、撮影部を２
つ設ける必要がなくなり、構成の簡易化を図ることができる。
【００２２】
　好ましくは、上記手洗いモニタは、さらに、上記手洗い動作に関する上記進入者の情報
を上記進入者に提示するための提示部を備える。
【００２３】
　このような情報の提示により、進入者に手洗い行為を促すことができる。
【００２４】
　好ましくは、上記手洗いモニタは、さらに、上記進入者による個人特定操作を受け付け
て上記進入者の情報を取得するための進入者情報取得部を備える。
【００２５】
　これにより、手洗い者による手洗い記録用紙への記入行為を削減し、作業者の負担を軽
減することができる。また、作業者が手洗いを行なった後に筆記具を触ることが無くなり
、衛生管理をより徹底することができる。
【００２６】
　好ましくは、上記撮影部は、上記所定エリアの動画の撮影を行い、上記手洗いモニタは
、さらに、進入者と手洗い動作に関する情報との対応関係を示す管理情報を管理装置にお
いて作成する元となる情報として、上記身体部位検知部による検知結果、上記動作時間、
上記動作判定部による判定結果、および上記動画を上記管理装置へ出力するための元情報
出力部を備える。
【００２７】
　このように、帳票等の管理情報を作成可能とする構成により、監督者の業務の効率化を
図ることができる。
【００２８】
　上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる手洗いモニタ方法は、撮影さ
れた画像における所定エリアへの人間の進入を画像処理によって検知するステップと、上
記所定エリアへ進入した進入者の手洗い部分の一部または全部である対象部分を画像処理
によって上記画像から検知するステップと、検知した上記対象部分の動作時間を計測する
ステップと、計測した上記動作時間に基づいて、上記進入者が規定の手洗い動作を行なっ
たか否かを判定するステップとを含む。
【００２９】
　このような構成により、人間の滞在および人間の行為の両方を監視し、手洗い時間を正
確に計測することができるため、手洗い実施の有無を正確に判定することができる。また
、進入者の手のような対象部分の動作時間を測定することにより、さらに正確な手洗い時
間を検知することができる。したがって、対象者の手洗い動作を低コストな構成で的確に
判定することができる。
【発明の効果】
【００３０】
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　本発明によれば、対象者の手洗い動作を低コストな構成で的確に判定することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの適用エリアの一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが撮影した画像を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが人間の手およびその動作を検知する動
作を示す図である。
【図５】管理者端末が作成し、監督者が利用する帳票画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの機能ブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが手洗い監視処理を行なう際の動作手順
を定めたフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００３３】
　［構成および基本動作］
【００３４】
　図１は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの構成を示す図である。
【００３５】
　図１を参照して、手洗いモニタ１０１は、タッチパネルＰＣ（パーソナルコンピュータ
）１と、カメラ２と、パトライト（登録商標）３と、ハブ（ＨＵＢ）５とを備える。
【００３６】
　カメラ２は、蛇口６２が付設された手洗いシンク６１を見渡せる位置に設置され、手洗
いシンク６１を含む画像を撮影し、撮影した画像をハブ５経由でタッチパネルＰＣ１へ出
力する。この画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。
【００３７】
　たとえば、カメラ２は、手洗いシンク６１の真上ではなく、手洗いシンク６１に対して
斜めに配置する。これにより、手洗いシンク６１における作業者の手洗い動作を詳細に撮
影することができる。
【００３８】
　タッチパネルＰＣ１は、タッチパネル型ディスプレイ付のパーソナルコンピュータであ
る。タッチパネルＰＣ１は、カメラ２から受けた画像に対して所定の画像処理を行なうこ
とにより、手洗いシンク６１において人間Ｈが手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００３９】
　また、タッチパネルＰＣ１は、上記画像処理の結果に基づいて、パトライト３の点灯お
よび消灯、ならびに自己の画面へのメッセージの出力等を行なう。
【００４０】
　また、タッチパネルＰＣ１は、カメラ２から受けた画像の記録を行い、パーソナルコン
ピュータ等の管理者端末（管理装置）１５１へログ情報を出力する。
【００４１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの適用エリアの一例を示す図である。
【００４２】
　図２を参照して、手洗いモニタ１０１は、たとえば調理場である部屋Ｒ２の隣の部屋Ｒ
１に設置される。
【００４３】
　部屋Ｒ１は、作業者が外部から出入りするための出入り口Ｄ１と、部屋Ｒ２に出入りす
るための出入り口Ｄ２とを有する。作業者は、通常、出入り口Ｄ１から部屋Ｒ１へ入室し
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、手洗いシンク６１において手洗いを行なった後、出入り口Ｄ２から調理場である部屋Ｒ
２へ入室する。カメラ２は、たとえば手洗いシンク６１および出入り口Ｄ１を見渡せる位
置に設置される。
【００４４】
　また、手洗いシンク６１の側には、石けん７１と、タオル７２と、消毒用アルコール７
３とが設けられている。
【００４５】
　なお、部屋Ｒ１に手洗いシンク６１が複数設置されている場合、または部屋Ｒ１の出入
り口が複数ある場合には、部屋Ｒ１に手洗いモニタ１０１が複数設けられてもよいし、あ
るいはカメラ２が複数設けられてもよい。
【００４６】
　図３は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが撮影した画像を示す図である。
【００４７】
　図３を参照して、タッチパネルＰＣ１は、カメラ２の撮影した画像内で、部屋Ｒ１の出
入り口Ｄ１付近のエリアを監視エリアＡＲ１として設定する。
【００４８】
　そして、タッチパネルＰＣ１は、たとえば特許文献２に記載の監視装置と同様の方法で
、カメラ２の撮影した画像に基づいて、監視エリアＡＲ１への人間の進入を検知する。
【００４９】
　また、タッチパネルＰＣ１は、カメラ２の撮影した画像内で、手洗いシンク６１付近の
エリアを監視エリアＡＲ２として設定する。
【００５０】
　そして、タッチパネルＰＣ１は、たとえば特許文献２に記載の監視装置と同様の方法で
、カメラ２の撮影した画像に基づいて、監視エリアＡＲ２への人間の進入を検知する。
【００５１】
　また、タッチパネルＰＣ１は、カメラ２の撮影した画像に基づいて、監視エリアＡＲ２
において進入者のたとえば手が所定のパターンで動いていることを検知し、この動作時間
を計測する。たとえば、タッチパネルＰＣ１は、形、色および明度等で画像の特徴点を抽
出し、エッジ検出を行なうことにより、進入者の手が所定のパターンで動いていることを
検知する。ここで、タッチパネルＰＣ１は、進入者が他者と会話等をしていて手が間欠的
に動く場合には、進入者の手が動いていない時間を計測時間から除外することが可能であ
る。
【００５２】
　図４は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが人間の手およびその動作を検知する
動作を示す図である。図４は、図３に示す監視エリアＡＲ２を拡大した画像を概略的に示
している。
【００５３】
　図４を参照して、タッチパネルＰＣ１は、カメラ２の撮影した画像に基づいて、進入者
の手Ｇの位置を検知し、検知した手Ｇの動作時間を計測する。タッチパネルＰＣ１は、た
とえばエッジ検出およびパターンマッチングによって進入者の手Ｇを検知する。
【００５４】
　また、タッチパネルＰＣ１は、監視エリアＡＲ２内で、石けん７１、タオル７２および
消毒用アルコール７３の位置を予め記憶する。すなわち、タッチパネルＰＣ１は、監視エ
リアＡＲ２内で、石けん７１、タオル７２および消毒用アルコール７３をそれぞれ含む監
視エリアＡＲ３，ＡＲ４，ＡＲ５を設定する。
【００５５】
　そして、タッチパネルＰＣ１は、進入者の手Ｇの、監視エリアＡＲ３，ＡＲ４，ＡＲ５
への進入の有無および進入順序を検知する。
【００５６】
　なお、手Ｇの進入を検知する監視エリアは、監視エリアＡＲ３，ＡＲ４，ＡＲ５のうち
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の１つだけが設定されてもよいし、他のエリアを含めて４つ以上が設定されてもよい。す
なわち、石けん７１、タオル７２および消毒用アルコール７３に限らず、手洗いシンク６
１には、手洗いブラシ等の他の手洗い用品が設けられ、タッチパネルＰＣ１は、進入者の
手の、手洗いブラシ等を含む他の監視エリアへの進入をさらに検知する構成であってもよ
い。
【００５７】
　また、手洗いモニタ１０１は、カメラ２の撮影した画像に基づいて、たとえば外部出力
装置を用いた進入者への状態通知を行なう。
【００５８】
　具体的には、手洗いモニタ１０１は、複数の色の表示すなわち点灯または点滅を行なう
パトライト３を用いる。
【００５９】
　たとえば、手洗いモニタ１０１は、人間が監視エリアＡＲ２へ進入するとパトライト３
を黄色に点灯させ、進入者が所定のルールに従った手洗い動作を完了するとパトライト３
を緑色に点灯させ、また、手順飛ばしおよび手洗い時間が短い等、進入者が所定のルール
に違反した場合にはパトライト３を赤色に点灯させる。また、手洗いモニタ１０１は、人
間Ｈが監視エリアＡＲ２へ進入したが、進入者の動きが無い場合には、パトライト３を黄
色で点滅させる。
【００６０】
　また、手洗いモニタ１０１は、タッチパネルＰＣ１の画面を用いる。たとえば、手洗い
モニタ１０１は、進入者の手洗い時間を表示し、進入者が所定のルールに従った手洗い動
作を完了すると「ＯＫ」を表示し、手順飛ばしおよび手洗い時間が短い等、進入者が所定
のルールに違反した場合には再実行を促す表示を行なう。
【００６１】
　また、食堂等の作業者は、通常、マスクおよび帽子を装着していることから、カメラ２
の撮影した画像のみで個人を特定することが困難である。このため、手洗いモニタ１０１
は、たとえば、タッチパネルＰＣ１を用いて個人記録を行なう。
【００６２】
　具体的には、部屋Ｒ２へ入室する作業者の名前を予めタッチパネルＰＣ１に登録してお
く。
【００６３】
　そして、タッチパネルＰＣ１を手洗いシンク６１付近に設置し、タッチパネルＰＣ１の
ディスプレイに名前一覧を表示し、作業者がディスプレイ上の名前を押すことができるよ
うにする。そして、作業者は、手洗い前に、このディスプレイ上で自分の名前を押す。
【００６４】
　これは、手洗い者に従来行為以上の行為を強いるものではない。ＨＡＣＣＰ（Hazard A
nalysis and Critical Control Point）基準により、手洗い行為を記録することは望まし
く、通常、手洗い者は手洗い前に記録用紙（帳票）に個人名等を記録する。
【００６５】
　すなわち、手洗いモニタ１０１では、手洗い者による記録行為を、タッチパネルの押下
に置き換える。
【００６６】
　また、手洗いモニタ１０１は、監督者向け情報の蓄積を行なう。すなわち、タッチパネ
ルＰＣ１は、手洗い行為記録および映像を保存する。手洗い行為記録および映像は、監督
者が確認可能である。
【００６７】
　具体的には、タッチパネルＰＣ１は、手洗い行為記録および映像等のログ情報を管理者
端末１５１へ出力する。管理者端末１５１は、タッチパネルＰＣ１から受けたログ情報に
基づいて帳票を作成する。
【００６８】
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　図５は、管理者端末が作成し、監督者が利用する帳票画面の一例を示す図である。
【００６９】
　図５を参照して、この帳票は、監視場所、イベントの発生年月日、イベントの発生時刻
、手洗い動作の判定結果、手洗い時間および作業者名の対応関係を示している。たとえば
、管理者が画面上で帳票の各行をダブルクリックすると、対応の映像が画面に表示される
。
【００７０】
　図６は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタの機能ブロック図である。
【００７１】
　図６を参照して、手洗いモニタ１０１は、撮影部１１と、進入者検知部１２と、身体部
位検知部１３と、動作時間計測部１４と、動作判定部１５と、提示部１６と、部位進入検
知部１７と、室内進入検知部１８と、進入者情報取得部１９と、個人情報出力部２０と、
元情報出力部２１とを備える。進入者検知部１２、身体部位検知部１３、動作時間計測部
１４、動作判定部１５、部位進入検知部１７、室内進入検知部１８、進入者情報取得部１
９、個人情報出力部２０および元情報出力部２１は、タッチパネルＰＣ１によって実現さ
れる。撮影部１１は、図１に示すカメラ２に相当し、提示部１６は、図１に示すパトライ
ト３およびタッチパネルＰＣ１の画面に相当する。
【００７２】
　進入者検知部１２は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、人間の監視エリ
アＡＲ２への進入を検知する。
【００７３】
　身体部位検知部１３は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、監視エリアＡ
Ｒ２へ進入した進入者の手洗い部分の一部または全部である対象部分を検知する。ここで
、対象部分は、たとえば手全体であり、手全体に加えて手首および腕等を含んでもよい。
さらに、対象部分は、手の一部、たとえば指または手の甲であってもよい。
【００７４】
　動作時間計測部１４は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、身体部位検知
部１３によって検知された対象部分の動作時間を計測する。
【００７５】
　動作判定部１５は、動作時間計測部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入
者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００７６】
　より詳細には、部位進入検知部１７は、監視エリアＡＲ２中の部分エリアすなわち監視
エリアＡＲ３、ＡＲ４およびＡＲ５への上記対象部分の進入を画像から検知する。
【００７７】
　そして、動作判定部１５は、部位進入検知部１７による検知結果、および動作時間計測
部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入者が規定の手洗い動作を行なったか
否かを判定する。
【００７８】
　たとえば、部位進入検知部１７は、監視エリアＡＲ２中の複数の部分エリアＡＲ３，Ａ
Ｒ４，ＡＲ５への上記対象部分の進入の有無および進入順序を検知する。
【００７９】
　そして、動作判定部１５は、部位進入検知部１７によって検知された進入の有無および
進入順序、ならびに動作時間計測部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入者
が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【００８０】
　また、撮影部１１は、出入り口Ｄ１を含む画像を撮影する。
【００８１】
　室内進入検知部１８は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、人間の出入り
口Ｄ１への進入の有無、および出入り口Ｄ１への進入が退室方向であるか入室方向である
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かを検知する。
【００８２】
　そして、動作判定部１５は、室内進入検知部１８による検知結果、および動作時間計測
部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入者が規定の手洗い動作を行なったか
否かを判定する。
【００８３】
　また、提示部１６は、手洗い動作に関する進入者の情報を当該進入者に提示する。
【００８４】
　また、進入者情報取得部１９は、進入者による個人特定操作たとえばタッチパネルＰＣ
１のディスプレイ上の押下操作を受け付けて、進入者の情報を取得する。
【００８５】
　そして、個人情報出力部２０は、進入者情報取得部１９によって取得された進入者の情
報を、ハブ５経由で管理者端末１５１へ出力する。
【００８６】
　また、撮影部１１は、監視エリアＡＲ２の動画の撮影および録画を行なう。そして、元
情報出力部２１は、進入者と手洗い動作に関する情報との対応関係を示す管理情報を管理
者端末１５１において作成する元となる情報として、身体部位検知部１３による検知結果
、動作時間計測部１４によって計測された動作時間、動作判定部１５による判定結果、撮
影部１１によって撮影および録画された動画を管理者端末１５１へ出力する。
【００８７】
　［動作］
　次に、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが手洗い監視を行なう際の動作について
説明する。
【００８８】
　手洗いモニタ１０１におけるタッチパネルＰＣ１は、以下に示す各フローチャートの各
ステップを図示しないメモリから読み出して実行する。このプログラムは、外部からイン
ストールすることができる。このインストールされるプログラムは、たとえば記録媒体に
格納された状態で流通する。
【００８９】
　図７は、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタが手洗い監視処理を行なう際の動作手
順を定めたフローチャートである。
【００９０】
　図７を参照して、まず、室内進入検知部１８は、撮影部１１によって撮影された画像に
基づいて、監視エリアＡＲ１への人間の進入を監視する。
【００９１】
　室内進入検知部１８は、部屋Ｒ１の外から監視エリアＡＲ１への人間の進入を検知する
と（ステップＳ１でＹＥＳ）、検知したことを進入者検知部１２に通知する。
【００９２】
　次に、進入者検知部１２は、室内進入検知部１８からの通知を受けて、撮影部１１によ
って撮影された画像に基づいて、監視エリアＡＲ２への人間の進入を監視する。そして、
進入者検知部１２は、当該通知を受けてから一定時間内に監視エリアＡＲ２へ人間が進入
した場合には（ステップＳ２でＹＥＳ）、当該進入のあったことを身体部位検知部１３に
通知する。
【００９３】
　次に、身体部位検知部１３は、進入者検知部１２からの通知を受けて、撮影部１１によ
って撮影された画像に基づいて、進入者の手の検知処理を行なう（ステップＳ３）。
【００９４】
　次に、身体部位検知部１３は、進入者の手を検知すると、検知したことを動作時間計測
部１４および部位進入検知部１７に通知するとともに、提示部１６であるパトライト３を
黄色に点灯する（ステップＳ４）。
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【００９５】
　次に、元情報出力部２１は、撮影部１１によって撮影される映像の記録を開始する（ス
テップＳ５）。
【００９６】
　次に、動作時間計測部１４は、身体部位検知部１３からの通知を受けて、進入者の手の
動作時間を計測し、計測結果を動作判定部１５に通知する（ステップＳ６）。
【００９７】
　また、部位進入検知部１７は、身体部位検知部１３からの通知を受けて、監視エリアＡ
Ｒ２における進入者の手の、監視エリアＡＲ３、ＡＲ４およびＡＲ５への進入の有無およ
び進入順序を検知し、検知結果を動作判定部１５に通知する（ステップＳ６）。
【００９８】
　次に、動作判定部１５は、監視エリアＡＲ２において進入者の手が規定時間以上動き（
ステップＳ７でＹＥＳ）、かつ進入者の手が監視エリアＡＲ３、ＡＲ４およびＡＲ５へこ
の順番に進入した場合には（ステップＳ８でＹＥＳ）、進入者が正しい手洗い動作を行な
ったと判定し（ステップＳ９）、パトライト３を緑色に点灯する（ステップＳ１０）。
【００９９】
　次に、元情報出力部２１は、撮影部１１によって撮影される映像の記録を終了し、この
映像および手洗い行為記録に基づいてログ情報を更新し、管理者端末１５１へ出力する。
ここで、手洗い行為記録は、室内進入検知部１８、進入者検知部１２および身体部位検知
部１３の検知結果および検知日時、動作時間計測部１４の計測時間、ならびに動作判定部
１５の判定結果等を含む（ステップＳ１１）。
【０１００】
　次に、進入者検知部１２は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、監視エリ
アＡＲ２からの人間の退出を監視する。そして、進入者検知部１２は、監視エリアＡＲ２
から人間が退出した場合には（ステップＳ１２）、パトライト３を消灯する（ステップＳ
１３）。
【０１０１】
　一方、動作判定部１５は、進入者検知部１２が監視エリアＡＲ１への進入通知を受けて
から一定時間内に監視エリアＡＲ２へ人間が進入しなかった場合（ステップＳ２でＮＯ）
、進入者が監視エリアＡＲ２から退出するまでに進入者の手が規定時間以上動かなかった
場合（ステップＳ７でＮＯ）、または進入者の手が監視エリアＡＲ３、ＡＲ４およびＡＲ
５へ順番通りに進入しなかった場合には（ステップＳ８でＮＯ）、進入者が正しい手洗い
動作を行なわなかったと判定し（ステップＳ１４）、パトライト３を赤色に点灯する（ス
テップＳ１５）。
【０１０２】
　次に、元情報出力部２１は、撮影部１１によって撮影される映像の記録を終了し、この
映像および手洗い行為記録に基づいてログ情報を更新し、管理者端末１５１へ出力する。
（ステップＳ１１）。
【０１０３】
　次に、進入者検知部１２は、撮影部１１によって撮影された画像に基づいて、監視エリ
アＡＲ２からの人間の退出を監視する。そして、進入者検知部１２は、監視エリアＡＲ２
から人間が退出した場合には（ステップＳ１２）、パトライト３を消灯する（ステップＳ
１３）。
【０１０４】
　なお、進入者検知部１２は、進入者が監視エリアＡＲ２から退出するまでに進入者の手
が規定時間以上動かなかったことでパトライト３を赤色に点灯した場合には（ステップＳ
７でＮＯ）、監視エリアＡＲ２からの人間の退出はなされているのですぐにパトライト３
を消灯する（ステップＳ１３）。
【０１０５】
　ところで、特許文献１に記載の方法では、当該時間を特定することができないことから
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、手洗い行為の総時間を元に判定を行なうことができない。また、特許文献１に記載の方
法では、電子式の、石けん塗布装置、給水栓、エアータオルおよび殺菌装置を設置する必
要があり、費用がかかる。また、特許文献２に記載の技術では、たとえばシンク前に位置
している作業者が立っているだけなのか、手を洗っているのかを判別することが困難であ
る。
【０１０６】
　これに対して、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、進入者検知部１２は、撮
影部１１によって撮影された画像における監視エリアＡＲ２への人間の進入を検知する。
身体部位検知部１３は、監視エリアＡＲ２へ進入した進入者の手洗い部分の一部または全
部である対象部分を画像から検知する。動作時間計測部１４は、身体部位検知部１３によ
って検知された対象部分の動作時間を計測する。そして、動作判定部１５は、動作時間計
測部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入者が規定の手洗い動作を行なった
か否かを判定する。
【０１０７】
　このように、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、たとえば特許文献２に記載
の監視装置による方式に、画像処理を用いて人の手洗い行為を判別するアルゴリズムを追
加する。すなわち、進入者の監視エリアＡＲ２における滞在時間の代わりに、進入者が動
いている時間を測定する。これにより、人間の滞在および人間の行為の両方を監視し、手
洗い時間を正確に計測することができるため、手洗い実施の有無を正確に判定することが
できる。また、進入者の手のような対象部分の動作時間を測定することにより、さらに正
確な手洗い時間を検知することができる。
【０１０８】
　したがって、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、対象者の手洗い動作を低コ
ストな構成で的確に判定することができる。
【０１０９】
　すなわち、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタは、図６に示す機能ブロックをすべ
て備える構成に限定するものではない。
【０１１０】
　たとえば、手洗いモニタ１０１は、撮影部１１を備えない構成であってもよい。この場
合、手洗いモニタ１０１は、手洗いモニタ１０１の外部から監視エリアの画像を取得する
。
【０１１１】
　また、手洗いモニタ１０１は、提示部１６と、部位進入検知部１７と、室内進入検知部
１８と、進入者情報取得部１９と、個人情報出力部２０と、元情報出力部２１とを備えな
い構成であってもよい。
【０１１２】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、部位進入検知部１７は、監視エリ
アＡＲ２中の部分エリアへの上記対象部分の進入を画像から検知する。そして、動作判定
部１５は、部位進入検知部１７による検知結果、および動作時間計測部１４によって計測
された動作時間に基づいて、進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【０１１３】
　このような構成により、進入者がたとえば所定の手洗い用品を使用したか否かを検知す
ることができるため、さらに的確に手洗い動作を判定することができる。
【０１１４】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、部位進入検知部１７は、監視エリ
アＡＲ２中の複数の部分エリアへの上記対象部分の進入の有無および進入順序を画像から
検知する。そして、動作判定部１５は、部位進入検知部１７によって検知された進入の有
無および進入順序、ならびに動作時間計測部１４によって計測された動作時間に基づいて
、進入者が規定の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【０１１５】
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　このような構成により、進入者が手順通りに手洗いを実施したか否かを検知することが
できるため、さらに的確に手洗い動作を判定することができる。
【０１１６】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、室内進入検知部１８は、人間の出
入り口Ｄ１への進入の有無、および出入り口Ｄ１への進入が退室方向であるか入室方向で
あるかを画像から検知する。そして、動作判定部１５は、室内進入検知部１８による検知
結果、および動作時間計測部１４によって計測された動作時間に基づいて、進入者が規定
の手洗い動作を行なったか否かを判定する。
【０１１７】
　このように、部屋Ｒ１の出入り口Ｄ１付近を監視エリアＡＲ１として設定する構成によ
り、作業者が、部屋Ｒ１に進入した後、監視エリアＡＲ２を通過せずに他の場所に移動し
た場合、すなわち手を洗わずに他の場所に移動した場合を検知して、警報等を出力するこ
とができる。また、作業者が、手洗い以外の目的で監視エリアＡＲ２に進入した場合等に
おいて、手洗いモニタ１０１が誤って警報等を出力することを防ぐことができる。
【０１１８】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、撮影部１１によって撮影される１
つの画像に、監視エリアＡＲ２および出入り口Ｄ１が含まれる。
【０１１９】
　このように、１つの画像に監視エリアＡＲ２および出入り口Ｄ１を含める構成により、
撮影部を２つ設ける必要がなくなり、構成の簡易化を図ることができる。
【０１２０】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、提示部１６は、手洗い動作に関す
る進入者の情報を当該進入者に提示する。
【０１２１】
　このような情報の提示により、進入者に手洗い行為を促すことができる。
【０１２２】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、進入者情報取得部１９は、進入者
による個人特定操作を受け付けて進入者の情報を取得する。
【０１２３】
　これにより、手洗い者による手洗い記録用紙への記入行為を削減し、作業者の負担を軽
減することができる。また、作業者が手洗いを行なった後に筆記具を触ることが無くなり
、衛生管理をより徹底することができる。
【０１２４】
　また、本発明の実施の形態に係る手洗いモニタでは、撮影部１１は、監視エリアＡＲ２
の動画の撮影を行なう。そして、元情報出力部２１は、進入者と手洗い動作に関する情報
との対応関係を示す管理情報を管理者端末１５１において作成する元となる情報として、
身体部位検知部１３による検知結果、動作時間計測部１４によって計測された動作時間、
動作判定部１５による判定結果、および撮影部１１によって撮影された動画を管理者端末
１５１へ出力する。
【０１２５】
　このように、帳票等の管理情報を作成可能とする構成により、監督者の業務の効率化を
図ることができる。
【０１２６】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　タッチパネルＰＣ
　２　カメラ
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　３　パトライト
　５　ハブ
　１１　撮影部
　１２　進入者検知部
　１３　身体部位検知部
　１４　動作時間計測部
　１５　動作判定部
　１６　提示部
　１７　部位進入検知部
　１８　室内進入検知部
　１９　進入者情報取得部
　２０　個人情報出力部
　２１　元情報出力部
　６１　手洗いシンク
　６２　蛇口
　７１　石けん
　７２　タオル
　７３　消毒用アルコール
　１０１　手洗いモニタ
　Ｄ１，Ｄ２　出入り口
　Ｒ１，Ｒ２　部屋
　ＡＲ１，ＡＲ２　監視エリア
　Ｇ　手

【図１】 【図２】
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